
 
 

児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議の設置について 
 

令 和 ３ 年 ２ 月 ３ 日 

初等中等教育局長決定 

 
１ 趣旨 
 文部科学省においては、これまで、自殺対策基本法等の趣旨を踏まえ、児童生徒の自殺予

防のための施策を進めてきたところであり、平成２１年３月には「教師が知っておきたい子

どもの自殺予防」、平成２２年３月には「子どもの自殺が起きたときの緊急対応の手引き」、

平成２３年９月には「子供に伝えたい自殺予防（学校における自殺予防教育導入の手引）」

（平成２６年７月改訂）を作成・公表してきたところである。 
 その後の政府の動きとして、平成２８年４月１日に自殺対策基本法が改正され、同法第１

７条第３項に基づき、学校は、心の健康の保持に係る教育又は啓発等を行うよう努めるもの

とされた。また、同法改正の趣旨や我が国の自殺の実態を踏まえ、平成２９年７月、自殺総

合対策大綱が改定され、社会において直面する可能性のある様々な困難・ストレスへの対処

方法を身に付けるための教育（ＳＯＳの出し方に関する教育）等の推進が求められている。 
 これらの状況を踏まえ、我が国におけるＳＯＳの出し方に関する教育を含めた自殺予防教

育の在り方及び児童生徒が抱える様々な悩みや困難の分析等について、調査研究を行うため

設置するものである。 
 
２ 検討事項 
（１）ＳＯＳの出し方に関する教育を含めた自殺予防教育の在り方について 
（２）児童生徒が抱える様々な悩みや困難の分析について 
（３）その他 
 
３ 実施方法 
（１）別紙の学識経験者等の協力を得て検討を行う。 
（２）必要に応じ、別紙以外の者にも協力を求めるほか、関係者の意見等を聴くことができ

るものとする。 
 
４ 実施期間 
 令和３年２月３日から令和３年３月３１日までとする。 
 
５ その他 
 この検討会に関する庶務は、初等中等教育局児童生徒課において処理する。 
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